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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイシステムであって、
　観察者の視界に配置されるディスプレイと、
　前記観察者の眼の状態を検知するよう構成されているセンササブシステムであって、近
赤外プローブ光又は赤外プローブ光に起因する前記観察者の眼の熱さ及び／又は流体蒸発
を検知するよう構成されている眼関連センサと、前記観察者の注視方向をトラッキングす
るための出力を提供するとともに、前記観察者の眼における、眼を刺激する大気粒子状物
質を判別するための眼撮像カメラと、前記近赤外プローブ光又は前記赤外プローブ光を照
射する２つの赤外光照射源と、を含むセンササブシステムと、
　前記ディスプレイ及び前記センササブシステムに動作可能に接続されるコントローラで
あって、前記眼撮像カメラからの前記出力を使用して、前記観察者の前記注視方向をトラ
ッキングし、前記センササブシステムにより検知された前記眼の状態に応じて、前記ディ
スプレイシステムの動作パラメータを調整するよう構成されているコントローラと、
　を有し、前記眼の状態が眼の不快感を示すとき、前記動作パラメータを調整することは
、前記観察者に対して向けられる前記２つの赤外光照射源の照射強度を低減させて、前記
眼の不快感を軽減させることを含み、前記眼の不快感は眼の熱さ及び／又は流体蒸発の検
出、若しくは大気粒子状物質の存在に基づく、ディスプレイシステム。
【請求項２】
　前記動作パラメータは、表示画像輝度を含む、請求項１記載のディスプレイシステム。
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【請求項３】
　前記動作パラメータは、表示画像奥行きを含む、請求項１記載のディスプレイシステム
。
【請求項４】
　前記センササブシステムは、眼の運動を検知するよう構成されているセンサを含む、請
求項１記載のディスプレイシステム。
【請求項５】
　前記センササブシステムは、瞳孔拡張を検知するよう構成されているセンサを含む、請
求項１記載のディスプレイシステム。
【請求項６】
　前記センササブシステムは、前記観察者に関する生理ストレスを検知するよう構成され
ているセンサを含む、請求項１記載のディスプレイシステム。
【請求項７】
　前記眼関連センサは、非接触眼温度センサである、請求項１記載のディスプレイシステ
ム。
【請求項８】
　前記センササブシステムは、１以上のリモートセンサを含む、請求項１記載のディスプ
レイシステム。
【請求項９】
　前記コントローラは、前記ディスプレイシステムにおける性能制約を考慮して、前記動
作パラメータを調整するよう構成されている、請求項１記載のディスプレイシステム。

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　現在のディスプレイシステムは、説得力のある仮想現実に観察者を没頭させる。しかし
ながら、いかなるディスプレイシステムの長期の使用も、眼の不快感を生じさせ得る。眼
の不快感は、長い時間期間の間表示画像（例えば、３Ｄ立体画像）を観察することから単
純に生じ得る。いくつかのディスプレイシステムにおいて、観察者のアイデンティティ（
identity）、姿勢、又は注視方向を評価するために使用されるプローブ光（probe　light
）が、眼のさらなる不快感を生じさせ得る。
【発明の概要】
【０００２】
　一実施形態は、観察者の視界に配置されるディスプレイと、観察者の眼の状態を検知す
るよう構成されているセンササブシステムと、コントローラと、を含むディスプレイシス
テムを提供する。コントローラは、ディスプレイ及びセンササブシステムに動作可能に接
続され、観察者が感じ得る眼の不快感を軽減させるために、検知された眼の状態に応じて
、ディスプレイシステムの動作パラメータを調整するよう構成されている。
【０００３】
　この発明の概要は、発明を実施するための形態において以下でさらに説明されるコンセ
プトのうち選択されたコンセプトを簡略化された形で紹介するために提供されている。こ
の発明の概要は、特許請求される主題の主要な特徴又は必要不可欠な特徴を特定すること
を意図するものではないし、特許請求される主題の範囲を限定することを意図するもので
もない。さらに、特許請求される主題は、本開示の何らかの部分に記される何らかの欠点
を解決する実施形態に限定されるものでもない。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】例示的なヘッドマウントディスプレイシステムの態様を示す図。
【図２】ヘッドマウントディスプレイシステムの例示的なディスプレイパネルの態様を示
す図。
【図３】他の例示的なディスプレイシステムの態様を示す図。
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【図４】他の例示的なディスプレイシステムの態様を示す図。
【図５】例示的なディスプレイシステムのさらなる態様を示す図。
【図６】ディスプレイシステムの観察者の眼の不快感を軽減させる又は防ぐための例示的
な方法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本開示の態様が、上記で挙げられた図示される実施形態を参照して、例として以下で説
明される。１以上の実施形態において実質的に同じであり得るコンポーネント、プロセス
ステップ、及び他の要素が、協調的に特定され、最小限の繰り返しをもって説明される。
しかしながら、協調的に特定される要素は、ある程度異なり得ることに留意されたい。本
開示に含まれる図面は、概略的であり、概して縮尺通りではないことにさらに留意された
い。そうではなく、様々な図面のスケール、縦横比、及び、図面に示されるコンポーネン
トの数は、所定の特徴又は関係をより容易に確認できるようにするために、意図的に変え
られていることがある。
【０００６】
　図１は、装着者１４Ａにより装着されて使用される例示的なヘッドマウントディスプレ
イシステム１２Ａの態様を示している。図示されるディスプレイシステムは、装着者の眼
の近くに配置される立体視シースルーディスプレイコンポーネントを含む。したがって、
ディスプレイシステム１２Ａは、実世界画像が仮想表示画像と混合される拡張現実用途に
おいて使用され得る。
【０００７】
　図１のディスプレイシステム１２Ａは、別個の右ディスプレイパネル１６Ｒ及び左ディ
スプレイパネル１６Ｌと、電子的に調整される調光スクリーン１８と、を含む。いくつか
の実施形態において、右ディスプレイパネル及び左ディスプレイパネルは、装着者の周囲
のクリアな視界を装着者に与えるために、装着者の視点から全体又は一部が透明である。
コントローラ２０は、ディスプレイパネル、調光スクリーン、及び他のディスプレイシス
テムコンポーネントに動作可能に接続される。コントローラは、本明細書で説明される制
御プロセスを実行に移すよう構成されているロジック及び関連付けられたコンピュータメ
モリを含む。
【０００８】
　図２は、１つの非限定的な実施形態における、右又は左のディスプレイパネル１６（１
６Ｒ、１６Ｌ）の態様を示している。ディスプレイパネルは、バックライト２２及び液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）マトリックス２４を含む。バックライトは、発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）の集合体－例えば、白色ＬＥＤ、又は、分散された赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び
青色ＬＥＤ－を含み得る。バックライトは、ＬＣＤマトリックスを介するようにその発光
を向ける（direct）よう配置され得、ＬＣＤマトリックスは、コントローラ２０Ａからの
制御信号に基づいて、表示画像を形成する。ＬＣＤマトリックスは、矩形グリッド状又は
他の幾何学的形状に配列された多数の個々にアドレス指定可能な画素を含み得る。いくつ
かの実施形態において、赤色光を透過させる画素が、マトリックスにおいて、緑色光及び
青色光を透過させる画素に並置され得るので、ＬＣＤマトリックスは、カラー画像を形成
する。他の実施形態において、反射型液晶素子（ＬＣＯＳ）マトリックス又はデジタルマ
イクロミラーアレイが、図２のＬＣＤマトリックスの代わりに使用され得る。代替的に、
アクティブＬＥＤマトリックス又は適切な走査ビーム技術を使用して、右表示画像及び左
表示画像を形成してもよい。図面は、別個の右ディスプレイパネル及び左ディスプレイパ
ネルを示しているが、両眼を覆うように延びる１つのディスプレイパネルが、代わりに使
用されてもよい。
【０００９】
　調光スクリーン１８が、必要とされるときに、ディスプレイパネル１６を介して観察さ
れる実画像の輝度を低減させるよう構成されているので、仮想表示画像が、適切な相対輝
度で提示され得る。調光スクリーンはまた、環境光－可視及びその他－への装着者の暴露
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を低減させる。このために、調光スクリーンは、例えば、ゲストホスト方式電気光学技術
を含み得る。図示される実施形態において、調光スクリーンは、右ディスプレイパネル及
び左ディスプレイパネルを覆うように配置される庇（visor）の形態をとる。したがって
、調光スクリーンは、装着者の視野全体を制御可能に調光するよう構成され得る。
【００１０】
　ヘッドマウントディスプレイシステム１２Ａは、センササブシステム２６Ａを含み、セ
ンササブシステム２６Ａも、コントローラ２０Ａに動作可能に接続される。図示される実
施形態において、センササブシステムは、眼撮像カメラ２８、軸上（on-axis）照射源３
０、及び軸外（off-axis）照射源３０’を含む。各照射源は、眼撮像カメラの高感度波長
帯域において赤外線（ＩＲ）又は近赤外線（ＮＩＲ）を照射する。各照射源は、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）、ダイオードレーザー、放電（discharge）照射源等を含み得る。「軸
上」及び「軸外」という用語は、眼撮像カメラの光軸Ａに対する照射の方向を指す。
【００１１】
　任意の適切な対物レンズ系を介して、眼撮像カメラ２８は、画角の範囲にわたって光を
検出集光し、そのような画角を、矩形画素アレイのうちの対応する画素にマッピングする
。一実施形態において、眼撮像カメラは、画素アレイのうちの画素のサブセットに関連付
けられた複数の波長チャネル－例えば、赤、緑、青等－において光を検出することができ
る。代替的に、可視光、近赤外線（ＮＩＲ）光、赤外線（ＩＲ）光、及び／又は紫外線（
ＵＶ）光をグレースケールで撮像する単色眼撮像カメラが使用されてもよい。眼撮像カメ
ラにおいて露光される画素の全ての色又は輝度値が、集合的にデジタル画像を構成する。
コントローラ２０Ａは、眼撮像カメラからの出力を使用して、装着者１４Ａの注視方向Ｖ
をトラッキングするよう構成され得る。
【００１２】
　軸上照射及び軸外照射は、注視トラッキングに関して異なる目的を果たす。図２に示さ
れるように、軸外照射は、装着者の眼の角膜３４で反射する鏡面反射光３２をもたらし得
る。軸外照射を用いて、瞳孔３６が周囲の虹彩３８よりも暗く見える「暗瞳孔」効果のた
めに眼を照射することもできる。反対に、ＩＲ源又はＮＩＲ源からの軸上照射を用いて、
瞳孔が周囲の虹彩よりも明るく見える「明瞳孔」効果をもたらすことができる。より詳細
には、軸上照射源３０からのＩＲ又はＮＩＲは、眼の網膜４０の再帰性反射組織（retror
eflective　tissue）を照射し、これは、瞳孔を介して戻るように光を反射させて、瞳孔
の明画像４２を形成する。ディスプレイパネル１６のビーム変向光学素子４４は、眼撮像
カメラ及び軸上照射源が、ディスプレイパネルの周辺でのそれらの配置にかかわらず、共
通の光軸Ａを共有することを可能にする。いくつかの実施形態において、眼撮像カメラは
、強い環境光の存在下での明瞳孔コントラストを向上させるために、照射源の発光帯域外
の透過をブロックする波長フィルタを含み得る。
【００１３】
　眼撮像カメラ２８からのデジタル画像データが、コントローラ２０Ａにおける関連付け
られたロジック、又は、ネットワークを介してコントローラ２０Ａがアクセス可能である
リモートコンピュータシステムにおける関連付けられたロジックに伝達され得る。このロ
ジックにおいて、デジタル画像データが処理されて、瞳孔中心、瞳孔輪郭、及び／又は、
角膜からの１以上の鏡面反射光３２等の特徴が判別され得る。デジタル画像データにおけ
るそのような特徴の位置が、特徴位置を注視ベクトルＶに対応付けるモデル－例えば、多
項式モデル－における入力パラメータとして使用され得る。注視ベクトルが右眼及び左眼
について決定される実施形態において、コントローラはまた、装着者の焦点を、右注視ベ
クトルと左注視ベクトルとの交点として算出するよう構成され得る。いくつかの実施形態
において、眼撮像カメラを使用して、装着者１４Ａのアイデンティティを判別するために
、虹彩走査機能又は網膜走査機能を実行することができる。
【００１４】
　ヘッドマウントディスプレイシステム１２Ａの長期の使用は、装着者に、眼の不快感又
は疲労を生じさせ得る。何らかの眼の不快感は、長い時間期間の間、ディスプレイパネル
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１６からの表示画像を観察することから単純に生じ得る。このタイプの不快感は、本質的
に筋性のもの－眼を開けたままにした結果、瞳孔の拡張と収縮との繰り返し、及び／又は
、眼の軌道内での眼の回転－であり得る。装着者はまた、立体ディスプレイを観察してい
るときに、眼の特定の不快感－すなわち、仮想表示画像に焦点を合わせるための頻繁な適
応変化、及び、ヘッドマウントディスプレイシステムの不適切な配置に起因する苛立たし
い適応、からもたらされる疲労－を感じることがある。
【００１５】
　ディスプレイシステム１２Ａのセンササブシステムコンポーネントが、眼のさらなる不
快感を生じさせ得る。上述したように、照射源３０及び３０’は、撮像目的で眼を照射す
るためにＩＲプローブ光又はＮＩＲプローブ光を発し得る。そのような波長の光は、眼を
熱くさせ、表面液を蒸発させ、乾燥を感じさせ得る。さらに、ＮＩＲに対して異常過敏で
ある人も存在し、そのような人は、ＮＩＲプローブ光への長い暴露に起因して眼の不快感
を感じる。
【００１６】
　前述の図面及び説明は、１つの例示的なディスプレイシステム１２Ａと、関連する眼の
不快感の問題と、を特定している。他の極めて異なるディスプレイシステムも、本開示の
主旨及び範囲内にある。図３は、ヘッドマウント型でも装着型でもないディスプレイシス
テム１２Ｂ及び１２Ｃを示している。ディスプレイシステム１２Ｂは、デスクトップコン
ピュータシステムである。眼に近いディスプレイパネル１６Ｒ及び１６Ｌの代わりに、デ
ィスプレイシステム１２Ｂは、観察者１４Ｂの視界に配置されるコンピュータモニタ１６
Ｂを含む。ディスプレイシステム１２Ｃは、タッチスクリーンディスプレイ１６Ｃを有す
るスマートフォン又はタブレットである。図３の実施形態において、眼撮像カメラを含む
センササブシステム２６ＢＣは、各ディスプレイのベゼルの下に配置される。図３に示さ
れるディスプレイは、必ずしも立体視ではない。それでも、ディスプレイの長期の観察、
及び／又は、センササブシステムからのプローブ光への暴露は、観察者に、眼の不快感を
感じさせ得る。
【００１７】
　図４は、ホームエンターテイメントシステム１２Ｄの形態であるディスプレイシステム
のさらに別の実施形態を示している。このシステムは、ゲームシステム、マルチメディア
システム、又は生産システムとしても機能することができる。このシステムは、大判（la
rge　format）ディスプレイ１６Ｄと、ディスプレイ１６Ｄの周辺のセンササブシステム
２６Ｄと、を含む。この実施形態において、コントローラ２０Ｄは、ディスプレイ及びセ
ンササブシステムに動作可能に接続されるＰＣ又はゲームシステムの形態をとり得る。図
４の実施形態において、センササブシステムは、ジェスチャ検出のための平面画像カメラ
２８及び奥行きカメラ４６を有するビジョンシステムの形態をとる。ＩＲ又はＮＩＲの照
射源３０Ｄは、アイトラッキング及び／又は奥行き撮像（depth　imaging）のために、観
察者１４Ｄを照射する。いくつかの実施形態において、センササブシステム２６Ｄは、上
述したような、専用の軸上照射源及び軸外照射源を含み得る。
【００１８】
　奥行きカメラ４６は、観察者１４Ｄの環境の特徴及び観察者１４Ｄの奥行きマップの時
間分解シーケンスを取得するよう構成され得る。本明細書で使用される場合、「奥行きマ
ップ」という用語は、各画素について奥行き値Ｚｉが対応する領域の奥行きを示す、撮像
されたシーンの対応する領域（Ｘｉ，Ｙｉ）にレジストレーションされた画素のアレイを
指す。「奥行き」は、奥行きカメラからの距離が増大するにつれて増大する、奥行きカメ
ラの光軸に平行な座標として規定され得る。
【００１９】
　概して、奥行きカメラ４６の性質は、本開示の様々な実施形態において異なり得る。一
実施形態において、奥行きカメラにおける２つの立体視配向撮像アレイ（stereoscopical
ly　oriented　imaging　arrays）からの輝度データ又は色データが、奥行きマップを構
築するために、同一位置にレジストレーションされて（co-registered）使用され得る。
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他の実施形態において、照射源３０は、多数の離散的な特徴－例えば、直線又はドット－
を含む構造化された赤外線（ＩＲ）照射パターンを対象に投影するよう構成され得る。奥
行きカメラにおける撮像アレイは、対象から戻るように反射した構造化された照射を撮像
するよう構成され得る。撮像された対象の様々な領域における隣接特徴間の間隔に基づい
て、対象の奥行きマップが構築され得る。さらに他の実施形態において、奥行きカメラは
、パルス状赤外線照射を対象に向けて投影することができる。奥行きカメラにおける撮像
アレイのペアは、対象から戻るように反射したパルス状照射を検出するよう構成され得る
。両方のアレイは、パルス状照射と同期される電子シャッターを含み得るが、これらのア
レイについての積分時間は、照射源から対象への、次いでこれらのアレイへの、パルス状
照射の画素分解飛行時間が、これら２つのアレイの対応する要素において受光される相対
的な光量に基づいて識別できるように、異なり得る。
【００２０】
　コントローラ２０Ｄは－実際には、本明細書で説明されるコントローラのいずれも－、
ソフトウェア及び／又はファームウェアでインスタンス化される様々な機能処理エンジン
を含み得る。この態様が、図５にさらに示されている。コントローラ２０Ｄにおけるジェ
スチャ認識エンジン４８は、奥行きカメラ４６からの奥行きデータを処理して、奥行きデ
ータにおける１以上の人間対象を識別し、識別された人間対象の様々な骨格特徴を算出し
、骨格特徴から様々な姿勢情報又はジェスチャ情報を収集するよう構成され得、このよう
な姿勢情報又はジェスチャ情報が、コントローラ上で実行されているアプリケーション５
２又はＯＳ５０に提供される。
【００２１】
　図４に示されるシナリオにおいて、例えば、観察者１４Ｄは、注視方向又は手のジェス
チャに基づいて、ディスプレイ１６Ｄ上に提示されているＵＩをナビゲートしている。一
例において、コントローラ２０Ｄにおける注視トラッキングエンジン５４は、平面画像カ
メラ２８Ｄからの画像データに基づいて、ユーザが注視している点に対応するディスプレ
イスクリーン座標（Ｘ，Ｙ）を算出する。観察者は、観察者の注視をディスプレイスクリ
ーン上の他の点に移動させることにより、ディスプレイ上に提示されている様々なＵＩ要
素５６の間でナビゲートすることができる。代替的又は追加的に、ジェスチャ認識エンジ
ン４８は、観察者の身体に対して固定されている座標系に対する観察者の手の位置に基づ
いて、ＵＩ座標を算出するよう構成されてもよい。この実施形態及び他の実施形態におい
て、コントローラの顔認識エンジン５８は、センササブシステムの１以上のカメラからの
画像データを処理して、現在の観察者の顔特徴を解析するよう構成され得る。顔特徴の解
析は、現在の観察者が特定されること－例えば、コントローラ又はネットワークコンピュ
ータシステムに記憶されているプロファイルと照合されること－を可能にし得る。
【００２２】
　複数の異なるディスプレイシステムの実施形態が本明細書で説明されるが、本開示は、
様々な実施形態からの特徴の任意の適切なサブコンビネーションも包含する。例えば、タ
ブレット又はスマートフォンが、奥行き撮像及びジェスチャ検出のために設けられるセン
ササブシステムを含んでもよい。ホームエンターテイメントシステムが、大判立体視ディ
スプレイを含んでもよい。多数の他のサブコンビネーションも企図されている。
【００２３】
　上述した眼の不快感の問題に対処するために、コントローラ２０（２０Ａ、２０Ｂ等）
は、ディスプレイシステムの観察者の眼の状態－すなわち、現在の又は近々の眼の不快感
を示す状態－に応じて、ディスプレイシステム１２（１２Ａ、１２Ｂ等）の１以上の動作
パラメータを調整するよう構成され得る。動作パラメータは、観察者の不快感を防ぐ又は
軽減させるために調整され、それにより、観察者を快適な状態に戻す。
【００２４】
　このために、図５に再度戻ると、センササブシステム２６（２６Ａ、２６Ｂ等）は、観
察者１４の眼の状態を検知するよう構成されている眼関連センサ６０を含み得る。いくつ
かの実施形態において、眼関連センサは、眼のストレスに反応し得る。眼関連センサは、
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例えば、観察者の眼のＩＲ照射又はＮＩＲ照射に起因する眼の熱さ及び／又は流体蒸発を
検知する非接触眼温度センサであり得る。他の例において、眼関連センサは、観察者の眼
を撮像するよう構成されている撮像センサであり得る。この種の眼関連センサは、眼の赤
み、拡張した毛細血管、又は瞼の部分的な閉じを検知するよう構成され得る。これらの実
施形態及び他の実施形態において、眼関連撮像センサは、瞳孔拡張を検知するよう構成さ
れ得る。眼関連撮像センサは、デジタルカメラ－例えば、ウェブカメラ、ＩＲ対応ウェブ
カメラ、又は、撮像された眼の表面温度に反応する長波長ＩＲセンサを備えるウェブカメ
ラ－の形態をとり得る。より具体的な例において、眼関連撮像センサは、観察者の眼にお
ける、眼を刺激する大気粒子状物質を判別することができる。いくつかの実施形態におい
て、眼関連センサ６０は、例えば、観察者の注視方向の変化に対応する、眼の軌道におけ
る眼の相対的に遅い回転、眼のより速い衝動性回転、及び、痙攣（twitch）に関連する非
常に急速な眼の運動といった様々な種類の眼の運動を検知するよう構成され得る。
【００２５】
　いくつかのシナリオにおいて、眼関連センサ６０からの出力は、観察者が眼の不快感を
感じていること、又は、眼の不快感が短時間のうちに生じる可能性が高いこと、を示し得
る。例えば、眼の不快感は、眼の表面における増大した温度、増大した赤み若しくは拡張
した毛細血管、瞼の増大した閉じ、又は観察者の眼における粒子状物質の存在、により示
され得る。これらのようなインジケータは、眼のストレスを直接的に伝えるものである。
しかしながら、眼のストレスのそれほど直接的ではないインジケータが使用されてもよい
。例えば、眼の不快感は、瞳孔の大きさの変化の頻度（頻度が増すにつれ不快感が増す）
と、観察者の焦点が移動される頻度と、に基づいて示されてもよい。異なる深度に位置す
る焦点面への焦点の頻繁な移動、及び、所与の焦点面内での水平方向及び垂直方向の移動
は、不快感に先行し得るものである。
【００２６】
　上述したように、検知された眼の状態が、現在の又は近々の眼の不快感を示す場合、コ
ントローラ２０は、不快感を軽減させる又は防ぐために、ディスプレイシステム１２の１
以上の動作パラメータを積極的に調整することができる。調整のために選択される動作パ
ラメータは、本開示の異なる実施形態において、また、同じ実施形態の異なる動作シナリ
オにおいて、異なり得る。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、調整の対象となる動作パラメータは、ディスプレイ１６
（１６Ａ、１６Ｂ等）のパラメータであり得る。例えば、眼の不快感が検知又は予測され
たとき、表示画像輝度が調整され得る（すなわち、低減され得る）。人間の眼は、いかな
る他の色よりも緑色光に敏感であるので、ＲＧＢディスプレイの緑チャネルにおける強度
が保たれながら、ＲＧＢディスプレイの赤チャネル及び特に青チャネルにおける強度が低
減され得る。強度全般のさらなる低減が表示画像の視認性を損なわせるであろう場合には
、このアプローチを用いて、眼の不快感を軽減させることができる。
【００２８】
　不快感を軽減させるために調整され得る、ディスプレイ１６の別の動作パラメータは、
表示画像色相である。より寒い色は、より暖かい色よりも、人間の網膜上でシャープでな
いように撮像される傾向にあり、これは、より頻繁な適応の試みと眼の疲労の増大とを生
じさせる。したがって、眼の不快感が検知又は予測されたとき、表示画像色相が暖かくさ
れ得る（warmed）（例えば、赤くされ得る（reddened））。表示画像フレームレートも、
眼の不快感を軽減させるために調整され得る。詳細には、眼の不快感が検出されたとき、
焦点の移動を頻繁に生じさせないようにするために、より低いフレームレートが使用され
得る。ディスプレイ１６が、調光スクリーン１８を備える場合、調光スクリーンの不透過
度が、環境光及び／又は実画像によって生じる眼の不快感を軽減させるために、増大され
得る。立体視ディスプレイシステムにおいて、表示画像奥行きも調整され得る。詳細には
、眼の不快感が検知されたとき、右画像フレームと左画像フレームとの間の水平視差が低
減され得、それにより、表示画像が平面化される。この動作は、眼の皮質（ocular　cort
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ex）から、右画像及び左画像を「融合する」必要性を取り除くので、眼の不快感を軽減さ
せる又は防ぐことができる。
【００２９】
　他の実施形態において、調整の対象となる動作パラメータは、センササブシステム２６
のパラメータであり得る。例えば、観察者に対して向けられるＩＲ照射源の照射強度が、
眼の不快感を軽減させるために、必要に応じて低減され得る。発光ダイオードベースの照
射源では、変調（すなわち、デューティサイクル）が、強度の代わりに又は強度に加えて
、調整されてもよい。
【００３０】
　上述した実施形態では、ディスプレイシステム１２の動作パラメータを調整するかどう
かを決定するために、観察者１４の眼の状態の直接的な評価に重きが置かれている。他の
実施形態では、眼の状態とともに、生理ストレスの少なくとも１つのインジケーションが
評価される。したがって、センササブシステム２６は、眼関連センサ６０に加えて、観察
者に関する生理ストレスを検知するよう構成されている少なくとも１つのストレスセンサ
６２を含み得る。ストレスは、直接的又は間接的に検知され得る。ここで企図されている
ストレスセンサは、非限定的な例として、心拍センサ６４、呼吸センサ、血圧センサ、心
拍波形センサ、血糖値センサ、血液酸素センサ、大気二酸化炭素センサ、皮膚抵抗測定に
基づく発汗センサ、及び／又は皮膚温センサを含み得る。コントローラ２０は、眼関連セ
ンサにより伝えられた眼の状態とともに、ストレスセンサにより伝えられた生理ストレス
に基づいて、実際の又は予測される眼の不快感を推定するよう構成され得る。いくつかの
実施形態において、ファジィロジックアプローチが、この推定を提供するために用いられ
得る。
【００３１】
　一例において、眼の運動又は瞳孔の大きさの変化を並行して伴う一時的な心拍数の増大
は、観察者が眼の不快感を感じていることを示し得る。この例における心拍数の増大に代
わる適切な代替は、呼吸の増大、血圧の増大、異常な心拍波形、一時的に高い又は低い血
糖値、一時的に低い血液酸素濃度、大気二酸化炭素レベルの増大、又は、皮膚温若しくは
発汗の増大を含み得る。
【００３２】
　前述の説明は、限定的に理解されるべきではない。なぜならば、多数の変形及び拡張が
企図されているからである。例えば、コントローラ２０は、上述したように、ディスプレ
イシステム１２の動作パラメータを調整するよう構成され得るが、その際に、ディスプレ
イシステム１２における性能制約を考慮してもよい。ディスプレイ１６が、テキストを表
示するために使用されているとき、例えば、眼の不快感を感じている観察者により、表示
画像輝度の著しい低減又は色相の調整が許容可能であり得る（さらには理解され得る）。
同様に、注視ベクトルが、ユーザインタフェースをナビゲートするためだけに使用される
場合、不快感を感じている観察者は、それほど正確ではない注視トラッキングを進んで受
け入れるであろう。そのような条件下では、動作パラメータの積極的な調整－表示画像輝
度又はプローブ照射の低減－が適切であり得る。一方、ユーザが、正確な注視トラッキン
グと仮想環境における詳細を判別する能力とに存続（survival）が依存するグラフィック
ス集約型ゲームに没頭している場合、ディスプレイシステム性能のいかなる低減も、たと
え快適さのためであっても、望まれないであろう。別の例において、表示画像輝度は、よ
り明るい環境条件下でよりも、より暗い環境条件下で、眼の不快感に応じて、より低減さ
れ得る。別の例において、より暗い環境条件下での眼の不快感は、表示画像輝度の低減を
トリガさせ得るのに対し、より明るい環境条件下での同じ不快感は、調光スクリーン１８
のアクティブ化をトリガさせ得、表示画像輝度の低減はより少ない。
【００３３】
　本出願における図面は、完全に統合されたセンササブシステム２６を示しているが、こ
の態様は必須ではない。いくつかの実施形態において、センササブシステムは、１以上の
リモートセンサ－すなわち、ディスプレイに物理的には接続されないセンサ－を含んでも
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よい。このようなセンサは、例えば、無線ネットワークを介してコントローラ２０に通信
可能に接続されるインテリジェントなリストバンド又はハンドヘルドデバイスに組み込ま
れてもよい。
【００３４】
　上述した構成は、ディスプレイシステムの観察者が感じ得る眼の不快感を防ぐ又は軽減
させるための様々な方法を可能にする。１つのそのような方法が、上述した例示的な構成
を引き続き参照してこれより説明される。しかしながら、ここで説明される方法及び本開
示の範囲内にある他の方法は、異なる構成によって可能にされてもよいことが理解されよ
う。
【００３５】
　図６は、ディスプレイシステムの観察者が感じ得る眼の不快感を防ぐ又は軽減させるた
めの例示的な方法６６を示している。方法６６の６８において、表示画像が、ディスプレ
イシステムの関連付けられたディスプレイコンポーネントにおいて形成される。７０にお
いて、観察者の注視方向が、ディスプレイシステムのセンササブシステムを介してトラッ
キングされる。７２において、ユーザ入力が、トラッキングされている注視方向に基づい
て、ディスプレイシステムにおいて提供される。
【００３６】
　７４において、観察者の眼の状態が、センササブシステムを介して検知される。任意的
なステップ７６において、観察者のストレスの少なくとも１つのさらなるインジケータが
検知される。７８において、観察者が眼の不快感を感じていること又は眼の不快感が生じ
る可能性が高いことを、検知された眼の状態が示しているかどうかが判定される。さらな
る特定の例において、７８における判定は、７６からの観察者のストレスの少なくとも１
つのさらなるインジケータにさらに基づき得る。観察者が眼の不快感を感じている（又は
、観察者が眼の不快感を感じる可能性が高い）と判定された場合、８０において、ディス
プレイシステムの動作パラメータが、眼の不快感を防ぐ又は軽減させるために調整される
。
【００３７】
　前述の説明から明らかなように、本明細書で説明された方法及びプロセスは、１以上の
コンピューティングマシンのコンピュータシステムに関連付けられ得る。このような方法
及びプロセスは、コンピュータアプリケーションプログラム若しくはサービス、アプリケ
ーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）、ライブラリ、及び／又は他のコンピ
ュータプログラム製品として実装され得る。図５は、本明細書で説明された方法及びプロ
セスをサポートする、コントローラ２０の形態のコンピュータシステムの非限定的な例を
示している。コンピュータシステムは、ロジックマシン８２及び関連付けられたコンピュ
ータメモリ８４を含む。
【００３８】
　ロジックマシン８２は、命令を実行するよう構成されている１以上の物理ロジックデバ
イスを含む。ロジックマシンは、１以上のアプリケーション、サービス、プログラム、ル
ーチン、ライブラリ、オブジェクト、コンポーネント、データ構造、又は他の論理構造の
一部である命令を実行するよう構成され得る。このような命令は、タスクを実行する、デ
ータ型を実装する、１以上のコンポーネントの状態を変換する、技術的効果を達成する、
又は所望の結果に達するために、実装され得る。
【００３９】
　ロジックマシン８２は、ソフトウェア命令を実行するよう構成されている１以上のプロ
セッサを含み得る。追加的又は代替的に、ロジックマシンは、ハードウェア命令又はファ
ームウェア命令を実行するよう構成されている１以上のハードウェアロジックマシン又は
ファームウェアロジックマシンを含んでもよい。ロジックマシンのプロセッサは、シング
ルコアであってもマルチコアであってもよく、プロセッサ上で実行される命令は、順次処
理、並列処理、及び／又は分散処理のために構成され得る。ロジックマシンの個々のコン
ポーネントは、任意的に、リモートに位置し得る且つ／又は協調処理のために構成され得
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る２以上の別個のデバイスの間で分散されてもよい。ロジックマシンの態様は、クラウド
コンピューティング構成において構成されるリモートアクセス可能なネットワークコンピ
ューティングデバイスにより仮想化されて実行されてもよい。
【００４０】
　コンピュータメモリ８４は、本明細書で説明された方法及びプロセスを実行するために
関連付けられたロジックマシン８２により実行可能な命令を保持するよう構成されている
１以上の物理コンピュータメモリデバイスを含む。そのような方法及びプロセスが実行さ
れるとき、コンピュータメモリの状態が、例えば異なるデータを保持するように、変換さ
れ得る。コンピュータメモリは、着脱可能なデバイス及び／又は内蔵デバイスを含み得る
。コンピュータメモリは、とりわけ、光学メモリ（例えば、ＣＤ、ＤＶＤ、ＨＤ－ＤＶＤ
（登録商標）、Ｂｌｕ－Ｒａｙ（登録商標）ディスク等）、半導体メモリ（例えば、ＲＡ
Ｍ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ等）、及び／又は磁気メモリ（例えば、ハードディスクド
ライブ、フロッピー（登録商標）ディスクドライブ、テープドライブ、ＭＲＡＭ等）を含
み得る。コンピュータメモリは、揮発性デバイス、不揮発性デバイス、ダイナミックデバ
イス、スタティックデバイス、読み取り／書き込みデバイス、読み取り専用デバイス、ラ
ンダムアクセスデバイス、順次アクセスデバイス、ロケーションアドレッサブルデバイス
、ファイルアドレッサブルデバイス、及び／又はコンテンツアドレッサブルデバイスを含
み得る。
【００４１】
　コンピュータメモリ８４は１以上の物理デバイスを含むことが理解されよう。しかしな
がら、本明細書で説明された命令の態様は、代替的に、有限期間の間物理デバイスにより
保持されるものではない通信媒体（例えば、電磁気信号、光信号等）を介して伝達されて
もよい。
【００４２】
　ロジックマシン８２及びコンピュータメモリ８４の態様は、１以上のハードウェアロジ
ックコンポーネントに一緒に統合されてもよい。そのようなハードウェアロジックコンポ
ーネントは、例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定プログ
ラム及び用途向け集積回路及び特定用途向け集積回路（ＰＡＳＩＣ／ＡＳＩＣ）、特定プ
ログラム向け標準品及び特定用途向け標準品（ＰＳＳＰ／ＡＳＳＰ）、システムオンチッ
プ（ＳＯＣ）、並びにコンプレックスプログラマブルロジックデバイス（ＣＰＬＤ）を含
み得る。
【００４３】
　「エンジン」という用語は、特定の機能を実行するために実装されるコンピュータシス
テムの態様を表すために使用され得る。いくつかの場合において、エンジンは、ロジック
マシンがコンピュータメモリに保持されている命令を実行することにより、インスタンス
化され得る。異なるエンジンが、同じアプリケーション、サービス、コードブロック、オ
ブジェクト、ライブラリ、ルーチン、ＡＰＩ、ファンクション等からインスタンス化され
得ることが理解されよう。同様に、同じエンジンが、異なるアプリケーション、サービス
、コードブロック、オブジェクト、ルーチン、ＡＰＩ、ファンクション等によりインスタ
ンス化され得る。「エンジン」という用語は、実行可能ファイル、データファイル、ライ
ブラリ、ドライバ、スクリプト、データベースレコード等の個々又はグループを包含し得
る。
【００４４】
　通信システム１２４は、コンピュータシステムを１以上の他のマシンに通信可能に接続
するよう構成され得る。通信システムは、１以上の異なる通信プロトコルと互換性がある
有線通信デバイス及び／又は無線通信デバイスを含み得る。非限定的な例として、通信シ
ステムは、無線電話網、有線ローカルエリアネットワーク、無線ローカルエリアネットワ
ーク、有線ワイドエリアネットワーク、又は無線ワイドエリアネットワークを介する通信
のために構成され得る。いくつかの実施形態において、通信システムは、コンピューティ
ングマシンが、インターネット等のネットワークを介して他のデバイスとの間でメッセー
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ジを送信及び／又は受信することを可能にし得る。
【００４５】
　本明細書で説明された構成及び／又はアプローチは、本質的に例示であり、そのような
特定の実施形態又は例は、限定であるとみなされるべきではないことを理解されたい。な
ぜならば、多数の変形が可能であるからである。本明細書で説明された特定のルーチン又
は方法は、任意の数の処理方策のうちの１以上を表し得る。したがって、図示及び／又は
説明された様々な動作は、図示及び／又は説明された順番で実行されることもあるし、他
の順番で実行されることもあるし、並列に実行されることもあるし、省かれることもある
。同様に、上述したプロセスの順番も、変更されることがある。
【００４６】
　本開示の主題は、本明細書で開示された様々なプロセス、システム、構成、他の特徴、
機能、動作、及び／又は特性に加えて、これらのありとあらゆる均等の形態の、全ての新
規で非自明なコンビネーション及びサブコンビネーションを含む。

【図１】 【図２】
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